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保冷パスボックス　１式
東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年6月10日　
アルフレッサ株式会社
東京都目黒区目黒本町2-18-16

3,240,000円

緊急の必要により競争に付すること
ができないことに該当することから、
日本赤十字社会計規則第36条第4項
の規定により、随意契約とする。

当該機器は、抗が
ん剤（冷所保存）
用。現在は、新生児
用輸液と混在して
保管。、医療安全
上、不適切であり、
早急に整備を急ぐ
必要があると判断。

病理診断支援システム
1式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年7月4日　
武藤化学株式会社
東京都文京区本郷2-10-7

1,755,000円

部門システムの業者が武藤化学株式
会社であるため、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又
は目的が競争を許さないに該当する
ため、随意契約とするものであるこ
と。

感染制御情報システム
1式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年7月4日　
シスメックス株式会社
東京都品川区大崎1-2-2

1,404,000円

部門システムの業者より依頼された
代理店がシスメックス株式会社である
ため、日本赤十字社会計規則第３６
条第３項の契約の性質又は目的が競
争を許さないに該当するため、随意
契約とするものであること。

自動清算機・紙幣硬貨
入出金機・予備金庫保
守
1式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年7月4日　
株式会社アルメックス
東京都品川区上大崎3-1-1

3,726,000円

部門システムの業者が株式会社アル
メックスであるため、日本赤十字社会
計規則第３６条第３項の契約の性質
又は目的が競争を許さないに該当す
るため、随意契約とするものであるこ
と。

心電計　１式
東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年7月5日　
フクダ電子東京販売株式会社
東京都目黒区碑文谷3-17-12

1,080,000円

予定価格が１６０万円を超えないこと
から、日本赤十字社会計規則第３６
条第４項の規定に基づき、随意契約
とするものであること。

備考
（1）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した
　　場合には予定調達総額を記載する。　
（2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
（3）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的な理由を簡潔に記載する。

公表対象随意契約一覧
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第10回国際救援・開
発協力要員研修Ⅱ
（IMPACT）にかかる
施設の利用及び宿泊
等

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年6月3日　

株式会社　湘南国際村協会

神奈川県三浦郡葉山町上山口
1560-39

2,803,289円

当該研修の仕様内容及び研修実績の
ある業者を評価し、最も評価の高い業
者であることから、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又
は目的が競争を許さないに該当する
ため、随意契約とするものであること。

プロジェクト・サイ
クル・マネジメント
手法研修

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年6月12日　

一般財団法人　国際開発機構

東京都港区麻布台2-4-5
メソニック39MTビル6階

1,843,287円

当該研修の仕様内容及び研修実績の
ある業者を評価し、最も評価の高い業
者であることから、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又
は目的が競争を許さないに該当する
ため、随意契約とするものであること。

自動精算機用　紙
幣・硬貨予備カセッ
ト

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年 7月1 日　
株式会社アルメックス
東京都品川区上大崎3-1-1

4,408,560円

購入する物品が自動精算機用の予備
カセットで、自動精算機を納品した業
者が株式会社アルメックスであるた
め、日本赤十字社会計規則第３６条
第３項の契約の性質又は目的が競争
を許さないに該当するため、随意契約
とするものであること。

データベース
「UpToDate」

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

2019年7月1日

230 Third Ave, Waltham, MA 02451
USA
UpToDate Inc.
東京都港区三田1-3-31フォーキャ
スト三田5階
株式会社ウォルターズ・クルワ―・
ヘルス・ジャパン

4,828,000円

最新治療、研究の情報、患者説明、カ
ンファレンス、学会発表の資料作成等
に有用なデータベースであり、このよう
なデータベースは、日本で購入できる
のはウォルターズ・クルワ―社のみで
あることから、日本赤十字社会計規則
第36条第3項に基づき、契約の性質ま
たは目的が競争を許さない場合であ
ることから、随意契約とするものであ
る。

マルチ周波数体組成計
1台

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年 7月11 日　
株式会社 栗原医療器械店
東京都港区海岸3-26-1
バーク芝浦11F

1,758,888円

希望の仕様条件を満たす医療用器械
を提供できるメーカーがなかったこと
から、日本赤十字社会計規則第36条
第3項に基づき、契約の性質または目
的が競争を許さない場合に該当する
ため、随意契約とする。

備考
（1）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した
　　場合には予定調達総額を記載する。　
（2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
（3）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的な理由を簡潔に記載する。
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パラフィン包埋ブ
ロック作製装置
１台

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年7月19日　
アルフレッサ株式会社
東京都目黒区目黒本町2-18-16

1,458,000円

予定価格が１６０万円を超えないこと
から、日本赤十字社会計規則第３６
条第４項の規定に基づき、随意契約
とするものであること。

診療・会計・投薬表示
システム

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月6日　
富士通フロンテック株式会社
東京都品川区南大井6-20-14

2,151,360円

部門システムの業者が富士通フロン
テック株式会社であるため、日本赤十
字社会計規則第３６条第３項の契約
の性質又は目的が競争を許さないに
該当するため、随意契約とするもので
あること。

循環器動画システム
東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年8月5日　
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2-26-30

2,940,000円

部門システムの業者より依頼された
代理店が富士フイルムメディカル株式
会社であるため、日本赤十字社会計
規則第３６条第３項の契約の性質又
は目的が競争を許さないに該当する
ため、随意契約とするものであるこ
と。

超音波診断装置　　１
式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年8月29日
株式会社日立製作所
東京都台東区東上野2-16-1

8,802,000円

手術支援ロボットda vinciとの連携が
可能なものが当該機器のみのため、
日本赤十字社会計規則第３６条第３
項の契約の性質又は目的が競争を
許さないに該当するため、随意契約と
するものであること。

移動型Ｘ線透視診断
装置　　１式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月4日
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2-26-30

15,500,000円

富士フイルム社との研究のために試
用運用してきた機器を、保守と同時契
約することで、より安価に購入するこ
とができることから、日本赤十字社会
計規則第３６条第３項の契約の性質
又は目的が競争を許さない、競争に
付することが不利と認められる場合に
該当するため、随意契約とするもので
あること。

備考
（1）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した
　　場合には予定調達総額を記載する。　
（2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
（3）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的な理由を簡潔に記載する。

公表対象随意契約一覧
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ＡＯＣシステム・グラン
ブルーサーバ　　　1式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月10日
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2-26-30

12,419,000円

電子カルテシステム及び放射線画像
ＰＡＣＳシステムとの接続が必要なこ
とから、日本赤十字社会計規則第３６
条第３項の契約の性質又は目的が競
争を許さない場合に該当するため、
随意契約とするものであること。

超音波診断装置　１式
東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月10日　
株式会社栗原医療器械店
東京都港区海岸3-26-1

4,158,000円

現有機器の故障のため整備を急いで
おり、操作性・画像の面から希望の仕
様条件を満たし、増税前に納品が可
能な機器を選定したため、日本赤十
字社会計規則第36条第3項に基づ
き、競争に付するのが不利と認めら
れる場合に該当するため、随意契約
とする。

ユニバーサルドライ
バーセット　　１式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月17日　
株式会社イソメディカルシステムズ
東京都千代田区神田神保町3-2-8

3,247,702円

ストライカーリワードプログラムを利用
し購入するため、日本赤十字社会計
規則第36条第3項の契約の性質又は
目的が競争を許さない、競争に付す
ることが不利と認められる場合に該
当するため、随意契約とする。

栄養課厨房　回転蒸気
釜　1式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月26日
株式会社　新郷厨房
〒121-0836　東京都足立区入谷
1-19-12

1,350,000円

予定価格が１６０万円を超えないこと
から、日本赤十字社会計規則第３６
条第４項の規定に基づき、随意契約
とするものであること。

電子カルテシステム
保守　１式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月17日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター

4,625,640円

電子カルテシステムの業者が富士通
株式会社あるため、日本赤十字社会
計規則第３６条第３項の契約の性質
又は目的が競争を許さないに該当す
るため、随意契約とするものであるこ
と。

備考
（1）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した
　　場合には予定調達総額を記載する。　
（2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
（3）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的な理由を簡潔に記載する。
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超音波診断装置保守
１式

東京都渋谷区広尾4-1-22
日本赤十字社医療センター
契約管財課

令和元年9月27日　
株式会社イノメディックス
東京都文京区小石川4-17-15

１，５４０，０００円

契約業者は代理店として超音波診断
装置の保守契約実績があり、適切な
保守業務の実施が可能であること、
また使用部署の希望に沿ったバー
ジョンアッも可能なことから、日本赤十
字社会計規則第36条第3項の契約の
性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため、随意契約とする。

備考
（1）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した
　　場合には予定調達総額を記載する。　
（2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
（3）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的な理由を簡潔に記載する。

公表対象随意契約一覧


